
【事例の内容】
久しぶりに来局した患者に、整形外科からタリージェ錠５ｍｇが初めて処方された。薬剤を交付
する際、患者から、他院より処方されたリリカカプセルを継続服用していることを聞き取った。
薬効が重複するため疑義照会を行った結果、タリージェ錠５ｍｇが削除になった。

【背景・要因】
整形外科を受診した際、患者は医師にお薬手帳を見せた。お薬手帳にはリリカカプセルの記載
があったが、医師は、処方日と処方日数からリリカカプセルの服用が終了していると判断し、
タリージェ錠５ｍｇを処方した可能性がある。お薬手帳の情報が更新されていなかったことが
要因と考えられる。

【薬局から報告された改善策】
今回のケースのように、同じ薬剤を継続服用している患者の中には、お薬手帳を持ち歩かなかっ
たり、情報を更新していなかったりする場合が多く見受けられる。今後は今まで以上に、お薬
手帳を活用することの重要性や情報を更新する必要性を患者が理解できるように説明してい
く。
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販売名 タリージェ錠２．５ｍｇ／５ｍｇ
１０ｍｇ／１５ｍｇ

リリカカプセル２５ｍｇ／７５ｍｇ／１５０ｍｇ
リリカＯＤ錠２５ｍｇ／７５ｍｇ／１５０ｍｇ

有効成分 ミロガバリンベシル酸塩 プレガバリン

効能・効果 末梢性神経障害性疼痛 神経障害性疼痛、線維筋痛症に伴う疼痛そ の 他 の
情 報

●�本事業には、処方医が、プレガバリン製剤とタリージェ錠が同効薬であることに気付かず 
両剤を併用して処方した事例や、患者が他の医療機関から処方されたプレガバリン製剤ある
いはタリージェ錠を服用していることに気付かず処方した事例も報告されている。

●�タリージェ錠やプレガバリン製剤が処方された際は、同効薬の服用の有無を確認することが
望ましい。

●�お薬手帳は、患者だけでなく医療従事者が患者の薬剤服用歴を把握するためにも重要なツール
である。同じ薬剤が長期にわたり継続処方されている場合でも、毎回記録することの重要性
を患者に伝える必要がある。
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※この情報の作成にあたり、作成時における正確性については万全
を期しておりますが、その内容を将来にわたり保証するものではあり
ません。※この情報は、医療従事者の裁量を制限したり、医療従事者
に義務や責任を課す目的で作成されたものではありません。※この情
報の作成にあたり、薬局から報告された事例の内容等について、読み
やすくするため文章の一部を修正することがあります。そのため、「事
例検索」で閲覧できる事例の内容等と表現が異なる場合があります
のでご注意ください。
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